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議論していただく事項

とちぎの元気な森づくり県民税事業と森林環境譲与税事業の使途の整理を踏まえ、森林環境譲与税移行分

のとちぎの元気な森づくり県民税のあり方を検討

約７３億

約１６億

移行

県民税事業 譲与税事業

約８９億
（H30～R9）

整理

約７３億

追 加 財 政
需 要

県民税事業

①税率維持
７００円

②税率引下げ
５００円

県民税事業と譲与税事業の整理
（報告）

県民税のあり方（検討事項）



第１回検討会でいただいた御意見

1. 県民税事業と森林環境譲与税事業の整理

（御意見）

• 納税者が納得できる、分かりやすい整理が必要

2. 県民税のあり方

（御意見）

• 長期に及ぶ課題であり、森林・林業をめぐる課題もその間変化するこ
とから、柔軟に見直しができる、また、県民税と譲与税を合わせて評
価できる仕組みを作るべき



県民税と森林環境譲与税の比較

区分 とちぎの元気な森づくり県民税（整理前） 森林環境譲与税

趣旨
森林の公益的機能の重要性に鑑み、とちぎの元
気な森を次代に引き継いでいくための施策に要
する経費の財源とするため

森林の有する公益機能の維持増進の重要性に
鑑み、市町村や県が実施する森林整備等の財
源に充てるため

税額
個人 ７００円／年
法人 均等割額７％
※課税期間：Ｈ20（2008）からＲ９（2027）

個人 １，０００円／年

※課税期間（森林環境税）：Ｒ６（2024）～

収入額 約８億円
（２０１９年） 約 ３億円
（２０３３年） 約１０億円

譲与先等 県（市町村へは交付金として交付）
県と市町村
（国の譲与基準による。）

使途

県

循環利用（伐採更新）
森林管理（針広混交林化）
森林所有者対策（地籍調査）

市町村が行う森林整備等への支援

木材利用促進、普及啓発 木材利用促進、普及啓発等の森林整備促進策

市町村
里山林整備※ 森林整備

木材利用促進※、普及啓発※ 木材利用促進、普及啓発等の森林整備促進策

段階的に引上げ

※市町村交付金事業



県民税事業と森林環境譲与税事業との整理について①

• 第１回検討会で示した整理（案）について、市町との個別協議の結果、市町が了解

• 森林経営管理制度の趣旨に合致する森林整備や木材利用、普及啓発等に関する事業は、市町森林環境

譲与税で実施

① 森林環境譲与税は、森林経営管理制度の運用のほか、木材利用や普及啓発など森林整備

の促進に関する施策への活用が可能であり、とちぎの元気な森づくり県民税と使途が重複し

ないように整理

② 県民税は、森林資源の循環利用の促進等を図るため、主に林業経営に適した森林における

皆伐促進等の事業に活用

③ 森林環境譲与税は、森林所有者が自ら管理できない荒廃した森林の整備等を推進するた

め、主に市町が主体となって行う森林整備や木材利用等の森林整備促進策に活用

基本的な考え方



県民税事業と森林環境譲与税事業との整理について②

所有者（個人･法人）による 

自立的な管理 

市町村による 

公的な管理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

両税の活用による森林の公益的機能の持続的な発揮 

森林資源の循環利用の促進と若返り 管理放棄された森林の適正な管理 

自然条件などがよく 

林業経営に適した森林 

 自然条件などが厳しく 

林業経営に適さない森林 

 

・間伐（針広混交林化）など 

森林の公益的機能・・・水源涵養、災害防止、地球環境保全、快適環境形成、保健・レクリエーション機能、生物多様性保全機能 等 

（主な事業） （主な事業） 

 ・伐採更新の促進（植栽、獣害対策等） 

・所有者対策など 

 （地籍調査） 人工林 
（針葉樹） 

○ とちぎの元気な森づくり県民税 ○ 国の森林環境税 

 対象の森林 

イメージ

○ 国の森林環境譲与税



県民税事業と森林環境譲与税事業との整理について②

とちぎの元気な森づくり県民税事業体系
譲与税との
重複

整理案

１森林資源の循環利用

（１）皆伐後の針葉樹の再造林 × 県民税事業で継続

（２）公共施設等木造・木質化
①市町村公共施設 ○ 市町村譲与税事業に移行

②県有施設・民間施設 ○ 県譲与税事業に移行

２持続可能な森林管理

（１）皆伐後の広葉樹への樹種転換 × 県民税事業で継続

（２）不採算人工林の針広混交林化 ○ 市町村譲与税事業に移行

（３）里山林の保全
①市町村実施 ○ 市町村譲与税事業に移行

②森づくり活動団体実施 × 県民税事業で継続

３森林所有対策
（１）森林組合等による地籍調査 × 県民税事業で継続

（２）施業集約化に向けたマッチング ○ 市町村譲与税事業に移行

４県民理解の促進

（１）とちぎの元気な森づくり県民会議 × 県民税事業で継続

（２）地域住民への普及啓発 ○ 市町村譲与税事業に移行

（３）地域住民による里山林の持続的管理への支援 × 県民税事業で継続

※６月に示した案から変更なし
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見直し後

当初

県民税事業のフレーム（整理後）

森林環境
譲 与 税
移 行 分

▲１６億

約８９億
（９億／１年）

約７３億
（７億／１年）

１ 森林資源の循環利用
２ 持続可能な
森林管理

３ 森林所有対策

４ 普及啓発

※端数調整により合計が一致しない場合がある


